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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エンジンを始動させて走行する走行モードを設
定する場合に、エンジン始動後にクラッチやブレーキの
係合状態の切り換えによって生じるビジー感を抑制する
ことができるＨＶ車両の駆動力制御装置を提供する。
【解決手段】ＨＶ車両の駆動力制御装置において、前記
エンジンおよび前記各係合装置ＣＳを制御するコントロ
ーラは、前記エンジンを始動する要求の有無を判断（Ｓ
１）し、前記エンジンを始動した後に設定する走行モー
ドを、前記エンジンを始動する要求があった場合に判定
し、判定された走行モードを設定するべく係合させられ
る前記各係合装置ＣＳのうち少なくとも一つの係合装置
を係合させ、その状態で前記エンジンを始動する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、発電機能のある第１モータと、前記エンジンからトルクが伝達される入力
要素および前記第１モータからトルクが伝達される反力要素ならびに出力要素の少なくと
も三つの回転要素によって差動作用を行う動力分割機構と、前記出力要素からトルクが伝
達される出力部材と、前記エンジンから前記第１モータへのトルクの伝達および遮断を選
択的に行う第１係合装置と、前記第１係合装置とは異なる係合装置であってかつ前記エン
ジンから前記動力分割機構を介して前記出力部材に到るトルクの伝達を選択的に行う第２
係合装置と、前記第１モータで発電した電力によって駆動されて走行のための駆動トルク
を出力する第２モータとを備え、
　前記第１係合装置を係合させるとともに前記エンジンによって前記第１モータを駆動し
、かつ前記第１モータが発電した電力で前記第２モータを駆動して走行するシリーズモー
ドと、前記第２係合装置を係合させるとともに少なくとも前記エンジンが出力する駆動力
の一部と前記第２モータが出力する駆動力とによって走行するシリーズパラレルモードと
の少なくとも二つの走行モードを設定可能なハイブリッド車両の駆動力制御装置において
、
　前記エンジンおよび前記第１係合装置および前記第２係合装置を制御するコントローラ
を備え、
　前記コントローラは、
　前記エンジンを始動する要求の有無を判断し、
　前記エンジンを始動した後に設定する走行モードを、前記エンジンを始動する要求があ
った場合に判定し、
　判定された走行モードを達成する前記第１係合装置および前記第２係合装置のうち少な
くとも一つの係合装置を係合させ、
　前記少なくとも一つの係合装置を係合させた状態で前記エンジンを始動する
ように構成されていることを特徴とするハイブリッド車両の駆動力制御装置。
【請求項２】
　前記コントローラは、
　前記エンジンを始動した後に設定される走行モードがシリーズモードであった場合には
、前記第１係合装置を係合させた状態で前記エンジンを始動するように構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド車両の駆動力制御装置。
【請求項３】
　前記コントローラは、
　前記エンジンを始動した後に設定される走行モードがシリーズパラレルモードであった
場合には、前記第２係合装置を係合させた状態で前記エンジンを始動するように構成され
ていることを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド車両の駆動力制御装置。
【請求項４】
　前記エンジンの出力軸の回転を選択的に止めることができる第３係合装置を備え、
　前記第３係合装置を係合するとともに前記第１モータが出力する駆動力と前記第２モー
タが出力する駆動力とで走行する両駆動モードを設定可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載のハイブリッド車両の駆動力制
御装置。
【請求項５】
　前記エンジンの出力軸と同一の軸線上に、前記エンジン側から、前記第３係合装置、前
記第２係合装置、前記動力分割機構、前記第１モータ、前記第１係合装置の順に配置され
、
　前記第２モータは、前記第２モータの回転中心軸線が前記エンジンの出力軸と平行にな
るように配置されている
ことを特徴とする請求項４に記載のハイブリッド車両の駆動力制御装置。
【請求項６】
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　前記エンジンの出力軸の回転中心軸線と前記第２モータの回転中心軸線との間に、これ
らの回転中心軸線と平行にカウンタ軸が配置され、
　前記カウンタ軸に大径ギヤと小径ギヤとが取り付けられており、
　前記大径ギヤに前記出力部材および前記第２モータからトルクが伝達され、かつ
　前記小径ギヤから駆動トルクを出力する
ように構成されている
ことを特徴とする請求項５に記載のハイブリッド車両の駆動力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エンジンとモータとを動力源として備えた駆動力制御装置に関し、特に、
エンジンに加えて少なくとも二つのモータもしくはモータ・ジェネレータを備えたハイブ
リッド車両の駆動力制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されたハイブリッド車両の駆動装置は、エンジンを停止した状態で電
動機の駆動力によって走行するＥＶモードと、エンジンの動力によって発電機で発電し、
その発電で生じた電力によって電動機が出力する駆動力で走行するシリーズモードと、エ
ンジンの駆動力の一部と電動機が出力する駆動力とによって走行するシリーズパラレルモ
ードとを備えている。そして、二つのクラッチとブレーキとを係合あるいは解放すること
によって、上記のＥＶモード、シリーズモードおよびシリーズパラレルモードとを切り換
えることができる。また、特許文献２には、走行モードとしてＥＶモード、シリーズモー
ドおよびシリーズパラレルモードとを備えたハイブリッド車両の駆動装置が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０６３１３６号公報
【特許文献２】特開２０１２－０７１６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１および２に開示されている駆動装置では、エンジンを停止した状態の走行モ
ードから、車速やアクセル開度などに応じてエンジンを始動する走行モードに遷移する場
合がある。エンジン始動を伴う走行モードの切り換えは、まずエンジンを始動させ、つい
でクラッチやブレーキの係合あるいは解放の状態を切り換えている。例えば、特許文献１
の駆動装置では、ＥＶモードからＨＶモードに遷移させる場合に、まずブレーキを係合さ
せ、ＭＧ１を駆動することによってエンジンをクランキングする。エンジンをクランキン
グして始動させた後に、ブレーキを解放し、第１クラッチあるいは第２クラッチを係合す
ることでＨＶモードが設定される。
【０００５】
　また、特許文献２の駆動装置では、ＥＶモードからシリーズパラレルモードに切り換え
る場合に、まず第１クラッチを解放し、かつ第２クラッチを係合して第１ＭＧによってエ
ンジンをクランキングする。そして、エンジンをクランキングして始動させた後に、第１
クラッチを係合し、次いで第２クラッチを解放することでシリーズパラレルモードが設定
される。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１および２の駆動装置では、係合装置を特定の係合状態にして
エンジンを始動した後に、エンジン始動後の走行モードに基づいてクラッチやブレーキを
係合あるいは解放させることで走行モードを切り換えている。そのため、エンジンを始動
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した後に、設定される走行モードに伴ってクラッチやブレーキの係合状態を切り換えるこ
とによって、ショックなどの運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感
が発生するおそれがあった。
【０００７】
　この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであって、エンジンを始動させて
走行する走行モードを設定する場合に、エンジン始動後にクラッチやブレーキの係合状態
の切り換えによって生じるビジー感を抑制することができるハイブリッド車両の駆動力制
御装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、上記の目的を達成するために、エンジンと、発電機能のある第１モータと
、前記エンジンからトルクが伝達される入力要素および前記第１モータからトルクが伝達
される反力要素ならびに出力要素の少なくとも三つの回転要素によって差動作用を行う動
力分割機構と、前記出力要素からトルクが伝達される出力部材と、前記エンジンから前記
第１モータへのトルクの伝達および遮断を選択的に行う第１係合装置と、前記第１係合装
置とは異なる係合装置であってかつ前記エンジンから前記動力分割機構を介して前記出力
部材に到るトルクの伝達を選択的に行う第２係合装置と、前記第１モータで発電した電力
によって駆動されて走行のための駆動トルクを出力する第２モータとを備え、前記第１係
合装置を係合させるとともに前記エンジンによって前記第１モータを駆動し、かつ前記第
１モータが発電した電力で前記第２モータを駆動して走行するシリーズモードと、前記第
２係合装置を係合させるとともに少なくとも前記エンジンが出力する駆動力の一部と前記
第２モータが出力する駆動力とによって走行するシリーズパラレルモードとの少なくとも
二つの走行モードを設定可能なハイブリッド車両の駆動力制御装置において、前記エンジ
ンおよび前記第１係合装置および前記第２係合装置を制御するコントローラを備え、前記
コントローラは、前記エンジンを始動する要求の有無を判断し、前記エンジンを始動した
後に設定する走行モードを、前記エンジンを始動する要求があった場合に判定し、判定さ
れた走行モードを達成する前記第１係合装置および前記第２係合装置のうち少なくとも一
つの係合装置を係合させ、前記少なくとも一つの係合装置を係合させた状態で前記エンジ
ンを始動するように構成されていることを特徴とするものである。
【０００９】
　前記コントローラは、前記エンジンを始動した後に設定される走行モードがシリーズモ
ードであった場合には、前記第１係合装置を係合させた状態で前記エンジンを始動するよ
うに構成されていてよい。
【００１０】
　前記コントローラは、前記エンジンを始動した後に設定される走行モードがシリーズパ
ラレルモードであった場合には、前記第２係合装置を係合させた状態で前記エンジンを始
動するように構成されていてよい。
【００１１】
　前記エンジンの出力軸の回転を選択的に止めることができる第３係合装置を備え、前記
第３係合装置を係合するとともに前記第１モータが出力する駆動力と前記第２モータが出
力する駆動力とで走行する両駆動モードを設定可能に構成されていてよい。
【００１２】
　前記エンジンの出力軸と同一の軸線上に、前記エンジン側から、前記第３係合装置、前
記第２係合装置、前記動力分割機構、前記第１モータ、前記第１係合装置の順に配置され
、前記第２モータは、前記第２モータの回転中心軸線が前記エンジンの出力軸と平行にな
るように配置されていてよい。
【００１３】
　前記エンジンの出力軸の回転中心軸線と前記第２モータの回転中心軸線との間に、これ
らの回転中心軸線と平行にカウンタ軸が配置され、前記カウンタ軸に大径ギヤと小径ギヤ
とが取り付けられており、前記大径ギヤに前記出力部材および前記第２モータからトルク
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が伝達され、かつ前記小径ギヤから駆動トルクを出力するように構成されていてよい。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、コントローラは、走行モードの切り換えに伴ってエンジンを始動す
る場合に、エンジンを始動するために係合する係合装置を、エンジン始動後の走行モード
に基づいて選択する。そのため、エンジンを始動した後に各係合装置における係合状態の
切り換えが生じることを抑制または回避できる。したがって、エンジン始動後に、走行モ
ードの遷移に伴い各係合装置の係合状態を切り換えることによって、運転者が意図しない
挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生することを抑制あるいは回避することがで
きる。
【００１５】
　この発明によれば、コントローラは、エンジン始動後の走行モードとしてシリーズモー
ドが設定される場合には、第１係合装置を係合させた状態でエンジンを始動させる。した
がって、エンジン始動後に、走行モードの遷移に伴う係合装置における係合状態の切り換
えによって、運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生すること
を抑制あるいは回避することができる。
【００１６】
　この発明によれば、コントローラは、エンジン始動後の走行モードとしてシリーズパラ
レルモードが設定される場合には、第２係合装置のみ係合させた状態でエンジンを始動さ
せている。したがって、エンジン始動後に、走行モードの遷移に伴う係合装置における係
合状態の切り換え、運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生す
ることを抑制あるいは回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ＥＶモードからエンジンを始動して走行する走行モードに切り換えられるときに
実行される制御を説明するためのフローチャートである。
【図２】この発明に係る駆動力制御装置の対象とすることができる車両の構成を説明する
ためのスケルトン図である。
【図３】制御系統を模式的に示すブロック図である。
【図４】各走行モードを設定するための各クラッチおよびブレーキの係合および解放の状
態をまとめて示す図表である。
【図５】各走行モードでの動作状態を説明するための図であって、動力分割機構を構成し
ている遊星歯車機構についての共線図である。
【図６】シリーズモードとシリーズパラレルモードとの駆動領域を車速と出力軸トルクと
で示す線図である。
【図７】エンジンの始動あるいは停止を選択する領域を車速とアクセル開度とで示す線図
である。
【図８】ＥＶモードにおけるＭＧ１切り離しモードからシリーズモードを設定するときに
生じる各クラッチに作用する油圧などの変化を説明するためのタイムチャートである。
【図９】ＥＶモードにおけるＭＧ１引き摺りモードからシリーズモードを設定するときに
生じる各クラッチに作用する油圧などの変化を説明するためのタイムチャートである。
【図１０】ＥＶモードにおける両駆動モードからシリーズモードを設定するときに生じる
各クラッチに作用する油圧などの変化を説明するためのタイムチャートである。
【図１１】ＥＶモードにおけるＭＧ１切り離しモードからシリーズパラレルモードを設定
するときに生じる各クラッチに作用する油圧などの変化を説明するためのタイムチャート
である。
【図１２】ＥＶモードにおけるＭＧ１引き摺りモードからシリーズパラレルモードを設定
するときに生じる各クラッチに作用する油圧などの変化を説明するためのタイムチャート
である。
【図１３】ＥＶモードにおける両駆動モードからシリーズパラレルモードを設定するとき
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に生じる各クラッチに作用する油圧などの変化を説明するためのタイムチャートである。
【図１４】この発明に係る駆動力制御装置の対象とすることができる他の車両の構成を説
明するためのスケルトン図である。
【図１５】図１４に示す駆動装置に関し、各走行モードでの動作状態を説明するための図
であって、動力分割機構を構成している遊星歯車機構についての共線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図２は、この発明の実施形態における駆動装置の一例を示すスケルトン図であり、フロ
ントエンジン・フロントドライブ車に適するように構成した例である。なお、図２は各構
成部材の連結関係を示し、特に説明していない限り、各構成部材の相対位置を示すもので
はない。ここに示す例は、複軸式でかつ二つのモータを備えたハイブリッド駆動装置であ
る。複軸式とは、駆動力の伝達に関与する複数の回転軸が互いに平行な複数の軸線上に配
置されている形式である。二つのモータは、内燃機関（以下、エンジンと記す）と共に駆
動力源となっており、永久磁石式同期電動機などの発電機能のあるモータである。
【００１９】
　図２に示すエンジン（ＥＮＧ）１は、ガソリンエンジンあるいはＬＰＧエンジンあるい
はディーゼルエンジンであって、出力軸（クランクシャフト）２と同一の回転中心軸線上
に、動力分割機構３および発電機能のある第１モータ（ＭＧ１）４が、ここに挙げた順に
配置されている。動力分割機構３は、入力要素と、反力要素と、出力要素との三つの回転
要素によって差動作用を行う機構であって、図２に示す例では、シングルピニオン型の遊
星歯車機構によって構成されている。すなわち、動力分割機構３は、反力要素に相当する
サンギヤ５と、サンギヤ５に対して同心円上に配置されかつ出力要素に相当するリングギ
ヤ６と、これらサンギヤ５およびリングギヤ６に噛み合っているプラネタリピニオンを自
転可能かつ公転可能に保持し入力要素に相当するキャリヤ７を有している。
【００２０】
　エンジン１の出力軸２に連結された入力軸８が、この動力分割機構３の回転中心軸線に
沿って配置されている。これら入力軸８とキャリヤ７とを選択的に連結する入力クラッチ
Ｃ０が設けられている。入力クラッチＣ０は、この発明の実施形態における第２係合装置
に相当し、係合することでエンジン１のトルクを後述する駆動輪２３に伝達することがで
きる。また、入力軸８およびエンジン１の出力軸２の回転を選択的に止めるためのブレー
キＢ０が設けられている。
【００２１】
　動力分割機構３を挟んでエンジン１とは反対側に第１モータ４が配置されており、第１
モータ４の第１ロータ９と一体の第１ロータ軸１０がサンギヤ５に連結されている。第１
ロータ軸１０は、中空軸であって、第１ロータ軸１０の内部にその回転中心軸線に沿って
中間軸１１が挿入されている。中間軸１１と第１ロータ軸１０とは相対回転できるように
構成されている。また、中間軸１１は前述した入力軸８に連結され、入力軸８と一体とな
って回転する。さらに、中間軸１１と第１ロータ軸１０とを選択的に連結するシリーズク
ラッチＣＳが設けられている。このシリーズクラッチＣＳは、この発明の実施形態におけ
る第１係合装置に相当し、図２に示すように、エンジン１から第１ロータ９に対するトル
クの伝達と遮断とを行うことができる。
【００２２】
　動力分割機構３におけるリングギヤ６に、この実施形態における出力部材の一例である
出力ギヤ１２が連結され、これらリングギヤ６と出力ギヤ１２とは一体となって回転する
。したがって、前述した入力クラッチＣ０が係合し、かつ第１モータ４が反力トルクを発
生している状態では、エンジン１の出力トルクが動力分割機構３を介して出力ギヤ１２に
伝達される。このようなエンジン１から動力分割機構３を介して出力ギヤ１２に到るトル
クの伝達を、上記の入力クラッチＣ０によって行い、またそのトルク伝達を入力クラッチ
Ｃ０によって遮断するようになっている。
【００２３】
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　エンジン１の出力軸２やこれと一体となって回転する入力軸８および中間軸１１などに
対して平行にカウンタ軸１３が配置されている。カウンタ軸１３にはこの発明の大径ギヤ
に相当するドリブンギヤ１４と、この発明の小径ギヤに相当する第１ドライブギヤ１５と
が設けられており、ドリブンギヤ１４が上記の出力ギヤ１２に噛み合っている。
【００２４】
　さらに、カウンタ軸１３と平行に、発電機能のある第２モータ（ＭＧ２）１６が配置さ
れている。第２モータ１６における第２ロータ１７と一体となっている第２ロータ軸１８
には第２ドライブギヤ１９が設けられており、第２ドライブギヤ１９は上記のドリブンギ
ヤ１４に噛み合っている。第２モータ１６は、前述した第１モータ４と同様に、例えば永
久磁石式の同期電動機であって、電力が供給されることによりトルクを出力し、出力ギヤ
１２から出力されたトルクに第２モータ１６の出力トルクを加えるように構成されている
。
【００２５】
　前記カウンタ軸１３や第２モータ１６と平行に終減速機であるデファレンシャルギヤ２
０が設けられている。このデファレンシャルギヤ２０のリングギヤ２１が、カウンタ軸１
３上の第１ドライブギヤ１５に噛み合っている。そして、第２モータ１６などから出力さ
れた駆動トルクがデファレンシャルギヤ２０からドライブシャフト２２を介して左右の駆
動輪２３に伝達される。
【００２６】
　すなわち、この発明の実施形態における駆動装置の一例は、エンジン１の出力軸２と同
一の軸線上に、エンジン１側から、ブレーキＢ０、入力クラッチＣ０、動力分割機構３、
第１モータ４、シリーズクラッチＣＳの順に配置され、第２モータ１６は、第２モータ１
６の回転中心軸線がエンジン１の出力軸２と平行になるように配置されている。また、エ
ンジン１の出力軸２の回転中心軸線と第２モータ１６の回転中心軸線との間に、これらの
回転中心軸線と平行にカウンタ軸１３が配置されている。そして、カウンタ軸１３にドリ
ブンギヤ１４と第１ドライブギヤ１５とが取り付けられており、ドリブンギヤ１４に出力
ギヤ１２および第２モータ１６からトルクが伝達され、かつ第１ドライブギヤ１５から駆
動トルクを出力するように構成されている。第１ドライブギヤ１５から出力された駆動ト
ルクは、デファレンシャルギヤ２０からドライブシャフト２２を介して駆動輪２３に伝達
されるように構成されている。
【００２７】
　また、第１モータ４および第２モータ１６は、図示しないバッテリやキャパシタなどか
らなる蓄電装置やインバータを含む電源部にそれぞれ電気的に接続されている。そして、
第１モータ４および第２モータ１６は、図示しない電源部によって制御されて、それぞれ
モータとして動作し、あるいは発電機として動作し、さらには第１モータ４で発電した電
力で第２モータ１６をモータとして動作させるように構成されている。
【００２８】
　上述した駆動装置は、複数の走行モードを設定することができる。その走行モードは、
大きく分けて電気走行（ＥＶ＝Electric Vehicle）モードとハイブリッド（ＨＶ）モード
とであり、ＨＶモードにはシリーズモードとシリーズパラレルモードとがある。これらの
走行モードの選択や各走行モードでの駆動力の制御、あるいはエンジン１や各クラッチＣ
Ｓ，Ｃ０およびブレーキＢ０の制御などを行うためのハイブリッド用電子制御装置（ＨＶ
－ＥＣＵ）１００が設けられている。図３はそのＨＶ－ＥＣＵ１００を中心とした制御信
号系統を示すブロック図である。ＨＶ－ＥＣＵ１００は、この発明におけるコントローラ
に相当し、マイクロコンピュータを主体にして構成され、入力されるデータおよび予め記
憶しているデータならびにプログラムを使用して演算を行い、演算結果を制御指令信号と
して出力するように構成されている。その入力されるデータの例を挙げると、車速、アク
セル開度（もしくは駆動要求量）、第１モータ４の回転数、第２モータ１６の回転数、出
力軸回転数（前記出力ギヤ１２もしくはカウンタ軸１３の回転数）、蓄電装置の充電残量
（ＳＯＣ：State Of Charge）、エンジン水温センサ（ＥＮＧ水温センサ）などである。
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制御指令信号の例を挙げると、第１モータ４のトルク指令信号、第２モータ１６のトルク
指令信号、エンジン１のトルク指令信号、シリーズクラッチＣＳの油圧指令信号ＰｂＣＳ
、入力クラッチＣ０の油圧指令信号ＰｂＣ０、ブレーキＢ０の油圧指令信号ＰｂＢ０など
である。なお、各クラッチＣ０，ＣＳおよびブレーキＢ０の油圧は、それぞれの油圧指令
信号ＰｂＣＳ，ＰｂＣ０，ＰｂＢ０によって図示しないソレノイドバルブの電流を制御す
ることにより行われる。これは、従来知られている車両用自動変速機における油圧の制御
と同様である。
【００２９】
　さらに、モータ用電子制御装置（ＭＧ－ＥＣＵ）１０１およびエンジン用電子制御装置
（ＥＮＧ－ＥＣＵ）１０２が設けられている。これらの電子制御装置１０１，１０２は、
上記のＨＶ－ＥＣＵ１００と同様に、マイクロコンピュータを主体に構成され、入力され
るデータおよび予め記憶しているデータならびにプログラムを使用して演算を行い、演算
結果を制御指令信号として出力するように構成されている。ＭＧ－ＥＣＵ１０１は、ＨＶ
－ＥＣＵ１００から伝送される第１モータ４および第２モータ１６のトルク指令信号に基
づいて演算を行い、第１モータ４の電流および第２モータ１６の電流を制御する信号を出
力する。また、ＥＮＧ－ＥＣＵ１０２は、ＨＶ－ＥＣＵ１００から伝送されるエンジント
ルク指令信号に基づいて演算を行い、エンジン１に付設されている図示しない電子スロッ
トルバルブの開度信号やエンジン１に対する燃料の供給を制御する噴射信号を出力するよ
うに構成されている。
【００３０】
　図４は、各走行モードを設定あるいは達成するためのクラッチＣ０，ＣＳおよびブレー
キＢ０の係合および解放の状態をまとめて示す係合作動表である。なお、図４で「〇」印
は係合していることを示し、空欄は解放していることを示す。ＥＶモードは、蓄電装置の
電力で走行するモードであって、第１モータ４が出力する駆動力と第２モータ１６が出力
する駆動力とのうち少なくとも第２モータ１６が出力する駆動力で走行するように構成さ
れ、第２モータ１６のみを駆動する単駆動モードと、二つのモータ４，１６を駆動する両
駆動モードとがある。さらに、単駆動モードでは、第１モータ４を回転させないＭＧ１切
り離しモードと、第１モータ４を連れ回すＭＧ１引き摺りモードとが可能である。
【００３１】
　ＭＧ１切り離しモードは、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０を解放状態にし、シリ
ーズクラッチＣＳの係合あるいは解放を適宜決定することによって設定することができる
。また、第２モータ１６が蓄電装置の電力で駆動される。したがって、第２モータ１６に
よる駆動トルクがカウンタ軸１３を経由してデファレンシャルギヤ２０に伝達される。そ
の場合、ドリブンギヤ１４が回転することにより出力ギヤ１２が回転するが、キャリヤ７
が自由に回転することができるために、エンジン１や第１モータ４は停止状態を維持する
ことができる。このとき第１モータ４の回転数を０に維持するために、コギングトルクを
利用する、あるいはＨＶ－ＥＣＵ１００によって回転数を０に維持するように制御する、
さらにｄ軸ロックによって回転数を０に維持するように制御するなどの方法が挙げられる
。
【００３２】
　これに対して、後者のＭＧ１引き摺りモードは、入力クラッチＣ０のみを係合させ、そ
の状態で第２モータ１６を蓄電装置の電力で駆動する。この場合、動力分割機構３のキャ
リヤ７が入力軸８に連結され、その回転が止められるから、サンギヤ５およびこれに連結
されている第１ロータ軸１０ならびに第１ロータ９が第２モータ１６とは反対方向（負方
向）に回転する。なお、減速時に第２モータ１６において回生エネルギーによる発電がで
きないときに、入力クラッチＣ０を係合することによってエンジンブレーキを併用するこ
とができる。具体的には、入力クラッチＣ０を係合することによってエンジン１が駆動輪
２３と連結され、その状態で第１モータ４によってエンジン１の回転数を上げることによ
ってエンジンブレーキを作用させることができる。
【００３３】
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　このＭＧ１引き摺りモードの動作状態を動力分割機構３を構成している遊星歯車機構に
ついての共線図として、前進走行時の共線図を図５の（ａ）に示し、後進走行時の共線図
を図５（ｂ）に示してある。なお、図５において、各クラッチＣ０，ＣＳやブレーキＢ０
について付記してある「ＯＦＦ」は解放していることを示し、「ＯＮ」は係合しているこ
とを示している。また、太い矢印はトルクの方向を示している。
【００３４】
　両駆動モードは、第１モータ４および第２モータ１６を蓄電装置の電力でモータとして
駆動し、これらのモータ４，１６が出力するトルクで走行するモードである。この両駆動
モードは、入力クラッチＣ０とブレーキＢ０とを係合して設定される。動力分割機構３で
は、キャリヤ７が固定されるから、第１モータ４がモータとして動作して負方向に回転す
ると、リングギヤ６およびこれと一体の出力ギヤ１２が前進走行する方向（正方向）に回
転する。こうして第１モータ４の出力したトルクが出力ギヤ１２からカウンタ軸１３を経
由してデファレンシャルギヤ２０に伝達される。また、第２モータ１６がモータとして動
作して正方向に回転すると、その出力トルクがカウンタ軸１３上で、前記出力ギヤ１２か
ら伝達されたトルクに加算され、こうして合算されたトルクがデファレンシャルギヤ２０
に伝達される。また、ＥＶモードにおける後進走行時は、前進走行の際の動作状態と後進
走行の際の動作状態と同じであって、第２モータ１６の回転（トルク）を前進時とは反対
の方向にし、両駆動モードであれば第１モータ４も前進時とは反対の方向に回転させるこ
とによって後進走行が可能である。
【００３５】
　ＨＶモードのうちのシリーズモードは、シリーズクラッチＣＳのみを係合させることに
より設定される。シリーズモードにおける動作状態を図５の（ｃ）および図５の（ｄ）に
、動力分割機構３を構成している遊星歯車機構についての共線図で示してある。エンジン
１の出力トルクはシリーズクラッチＣＳを介して第１モータ４に伝達され、第１モータ４
が発電機として機能する。その場合、動力分割機構３におけるキャリヤ７が自由に回転す
る状態になっているので、出力ギヤ１２にはエンジン１のトルクが伝達されない。第１モ
ータ４で発生した電力は第２モータ１６に供給されて第２モータ１６がモータとして動作
し、その出力トルクがカウンタ軸１３を経由してデファレンシャルギヤ２０に伝達され、
その結果、第２モータ１６による駆動トルクで車両が走行する。図５の（ｃ）は前進時の
状態を示してあり、リングギヤ６が車速に応じた回転数で正方向に回転し、これに対して
サンギヤ５はエンジン１と同じ回転数になるので、キャリヤ７はリングギヤ６の回転数お
よびサンギヤ５の回転数ならびに遊星歯車機構のギヤ比（サンギヤ５の歯数とリングギヤ
６の歯数との比）に応じた回転数で空転する。なお、第２モータ１６は正方向および負方
向のいずれにも回転することができるから、第２モータ１６の回転方向に応じて、車両は
前進し、あるいは後進する。すなわち、図５（ｄ）に示すように、エンジン１の回転数は
前進走行時と比較して小さくし、第２モータ１６はモータとして動作して負方向に回転さ
せることによって、車両が後進走行することができる。
【００３６】
　ＨＶモードのうちのシリーズパラレルモードは、エンジン１の出力トルクとモータ４，
１６の出力トルクとによって走行するモードであり、前進時には、エンジン１の回転数と
出力軸回転数（例えば出力ギヤ１２の回転数）との比を無段階に変化させることのできる
無段状態と、動力分割機構３の全体を一体化させる固定段状態とを設定することが可能で
ある。
【００３７】
　無段状態は入力クラッチＣ０のみを係合させて設定され、エンジン１が駆動力を出力す
る。その動作状態を動力分割機構３を構成している遊星歯車機構の共線図として図５の（
ｅ）に示してある。エンジン１の出力トルクは入力クラッチＣ０を介して動力分割機構３
のキャリヤ７に伝達され、キャリヤ７が正方向に回転する。その状態で、第１モータ４を
発電機として動作させることによりサンギヤ５に負方向のトルク（負トルク）を加える。
こうすることによりリングギヤ６およびこれと一体の出力ギヤ１２に正方向のトルクが伝
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達される。一方、第１モータ４によって発電された電力は、第２モータ１６に供給されて
第２モータ１６がモータとして機能し、その出力トルクが前記出力ギヤ１２から伝達され
るトルクにカウンタ軸１３を介して加えられる。したがって、エンジン１が出力する動力
の一部が、動力分割機構３を介して出力ギヤ１２からデファレンシャルギヤ２０に向けて
出力され、かつエンジン１が出力する動力の他の部分が一旦電力に変換された後、第２モ
ータ１６から駆動トルクとしてデファレンシャルギヤ２０に向けて出力される。そして、
第１モータ４の回転数を変化させることによりエンジン１の回転数が変化する。したがっ
て、エンジン１の回転数を例えば燃費が最適になる回転数に制御することができる。また
、シリーズパラレルモードで後進走行する場合、入力クラッチＣ０のみを係合させた状態
で、エンジン１を駆動し、かつ第１モータ４を発電機として機能させて正方向に回転させ
る。また、第２モータ１６はモータとして機能させ、負方向に回転させ、その出力トルク
によって後進走行する。
【００３８】
　固定段状態は、入力クラッチＣ０およびシリーズクラッチＣＳを係合させることによっ
て設定される。その動作状態を動力分割機構３を構成している遊星歯車機構の共線図とし
て図５の（ｆ）に示してある。これら二つのクラッチＣ０，ＣＳを係合させることにより
動力分割機構３におけるキャリヤ７とサンギヤ５とが連結されるので、動力分割機構３は
その全体が一体となって回転する。したがって、エンジン１が出力したトルクは、動力分
割機構３によって増減されることなく出力ギヤ１２に伝達される。その場合、第１モータ
４は動力分割機構３を介してエンジン１に連結された状態になるので、蓄電装置の電力で
第１モータ４をモータとして動作させることにより、第１モータ４の出力トルクを駆動ト
ルクとして、エンジン１の出力トルクに加えることができる。また同様に、蓄電装置の電
力で第２モータ１６をモータとして動作させることにより、第２モータ１６の出力トルク
を駆動トルクとして、エンジン１の出力トルクに加えることができる。
【００３９】
　上述したＥＶモードおよびシリーズモードは、各モータ４，１６の出力トルクで走行し
、もしくは第２モータ１６の出力トルクで走行するモードであるから、最大駆動トルクは
モータ４，１６の特性に応じて制限される。例えばシリーズモードで出力できる最大駆動
トルクは、図６に示すように、第２モータ１６の特性に応じたものとなり、車速がある程
度増大した後は、車速の増大に従って低下する。したがって、シリーズモードとシリーズ
パラレルモードとの切り換え制御を行うためには、図６に示すように、車速と出力軸トル
ク（もしくは要求トルク）とによって各モードの領域を定めたマップを用意しておき、実
際の走行状態が属しているモードを設定することとすればよい。
【００４０】
　図６に示すマップにおいて、シリーズパラレルモードが設定される領域は、シリーズモ
ードが設定される領域と重複している。言い換えれば、シリーズモードを設定できる領域
はシリーズパラレルモードを設定できる領域でもある。そのため、シリーズモードを設定
できる領域では、燃費を重視して走行する場合にはシリーズモードを設定し、動力性能を
重視する場合にはシリーズパラレルモードを設定するように構成されている。動力性能を
重視する場合の一例として、例えば、運転者によってスポーツモードが選択された場合、
つまりエンジン１の回転数が比較的高く維持され、減速時にはエンジンブレーキを発生す
るような場合などが挙げられる。
【００４１】
　また、アクセル開度および車速に応じてエンジン１を始動あるいは停止する制御に、図
７に示すようなマップを用いてもよい。すなわち、アクセル開度および車速に基づいてエ
ンジン１を制御する判定線を予め定めておき、アクセル開度もしくは車速がその判定線に
達したときにエンジン１を始動あるいは停止するように構成する。したがって、エンジン
１の始動あるいは停止を図７に基づいて行い、エンジン１の始動時には、図６に基づいて
エンジン１を始動した後の走行モードを決定するように構成されている。
【００４２】
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　つぎに、この発明における駆動力制御装置が搭載された車両において、エンジン１が停
止している走行モードが設定されている状態、すなわちＥＶモードが設定されている状態
からエンジン１を始動する場合に実行される制御を図１のフローチャートを用いて説明す
る。また、以下の制御は、この発明の実施形態におけるコントローラに相当するＨＶ－Ｅ
ＣＵ１００によって実行される。
【００４３】
　上述したように、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン１を停止して走行している状態、つ
まりＥＶモードで走行している状態の車両に、エンジン１を始動する必要があるか否かを
ステップＳ１で判断する。エンジン１を始動する走行モードに切り換えるか否かの判断は
、アクセル開度センサによって取得されるアクセル開度の大きさ、車速度センサによって
取得される車速、充電残量（ＳＯＣ）などに基づいて決定される。ステップＳ１で否定的
に判断された場合、つまりＨＶ－ＥＣＵ１００が、エンジン１を始動させる必要がないと
判断した場合にはリターンする。
【００４４】
　ステップＳ１で肯定的に判断された場合、つまりＨＶ－ＥＣＵ１００からエンジン１を
始動する要求がある場合には、エンジン１を始動した後に設定される走行モードの判定、
つまりエンジン１を始動した後に設定される走行モードがシリーズモードであるか否かが
ステップＳ２で判断される。なお、エンジン１を始動した後の走行モードは、エンジン１
を始動するときの車速やアクセル開度に基づいて決定される。
【００４５】
　ステップＳ２で肯定的に判断された場合、つまりエンジン１を始動した後に設定される
走行モードがシリーズモードであった場合には、ステップＳ３の制御が実行される。すな
わち、シリーズクラッチＣＳを係合させた状態でエンジン１を始動する。具体的には、Ｈ
Ｖ－ＥＣＵ１００は、エンジン１を始動した後に設定される走行モードであるシリーズモ
ードを設定するときに係合されるシリーズクラッチＣＳを係合し、入力クラッチＣ０およ
びブレーキＢ０を解放する。そして、各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０の係合あ
るいは解放の状態を切り換えた後にエンジン１を始動する。言い換えれば、エンジン１始
動後の走行モードに基づいて選択された各クラッチＣＳ，Ｃ０のうち少なくとも一方を係
合してエンジン１を始動する。ＨＶ－ＥＣＵ１００によるエンジン１を始動する制御は、
第１モータ４からトルクを出力するように制御することでシリーズクラッチＣＳを介して
エンジン１にトルクが伝達される。そのトルクによってエンジン１をクランキングするこ
とでエンジン１を始動させている。
【００４６】
　ステップＳ２で否定的に判断された場合には、ステップＳ４の制御が実行される。この
実施形態において、ステップＳ２で否定的に判断された場合に、エンジン１を始動した後
に設定される走行モードはシリーズパラレルモードである。そのため、入力クラッチＣ０
を係合させた状態でエンジン１を始動する。具体的には、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジ
ン１を始動した後に設定される走行モードであるシリーズパラレルモードを設定するとき
に係合される入力クラッチＣ０を係合し、シリーズクラッチＣＳおよびブレーキＢ０を解
放する。そして、各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０の係合あるいは解放の状態を
切り換えた後にエンジン１を始動する。ＨＶ－ＥＣＵ１００によるエンジン１を始動する
制御は、第１モータ４からトルクを出力するように制御する。第１モータ４から出力され
たトルクは、動力分割機構３および入力クラッチＣ０を介してエンジン１に伝達される。
エンジン１は、伝達された第１モータ４からのトルクによってクランキングされた後に点
火されることで始動する。
【００４７】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、判定された走行モードを
設定するためにエンジン１を始動する場合に、係合する各クラッチＣＳ，Ｃ０を、エンジ
ン１を始動した後に設定される走行モードに基づいて選択する。そして、選択された各ク
ラッチＣＳ，Ｃ０を係合した後にエンジン１を始動する。すなわち、エンジン１を始動し
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た後に各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０の係合状態の切り換えが生じることを抑
制または回避できる。したがって、エンジン１を始動した後に、走行モードの遷移に伴い
各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０の係合状態を切り換えることによって、運転者
が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生することを抑制あるいは回避
することができる。また、エンジン１が停止している状態（すなわちエンジン１からのト
ルクが掛かっていない状態）で各クラッチＣＳ，Ｃ０の係合あるいは解放の状態を切り換
えるため、各クラッチＣＳ，Ｃ０を係合させる場合の各クラッチＣＳ，Ｃ０に作用させる
油圧の制御や第１モータ４の回転数制御などが煩雑になることを抑制することができる。
【００４８】
　つぎに、上述した制御を実行したときの各クラッチＣＳ，Ｃ０に作用する油圧や第１モ
ータ４、第２モータ１６およびエンジン１が出力するトルクなどの変化を、図８ないし図
１３に示すタイムチャートを用いて説明する。図８に示すタイムチャートは、エンジン１
を始動する前に設定されている走行モードがＥＶモードにおけるＭＧ１切り離しモードで
あって、エンジン１を始動した後に設定される走行モードがシリーズモードであるときに
、上述した制御を実行した場合における各クラッチＣＳ，Ｃ０に作用する油圧などの変化
を表している。
【００４９】
　図８に示すように、エンジン１を始動するように判断される前であるｔ０時点では、Ｍ
Ｇ１切り離しモードであるため、各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０は解放されて
いて、エンジン１および第１モータ４は停止している状態であり、第２モータ４から出力
される動力で走行している状態である。
【００５０】
　運転者の操作により、ｔ１時点において、アクセルが踏み込まれてアクセル開度が大き
くなると、それに伴って第２モータ１６が出力するトルクが増大される。そして、アクセ
ル開度が大きくなり所定のしきい値を超えるｔ２時点に達すると、エンジン１を始動する
必要があると判断される。すなわち、アクセル開度が大きくなったことにより、アクセル
開度と車速とによって決まる車両の走行状態（もしくはエンジン１の運転点）が、図７に
おけるエンジン１を停止させる領域から判定線を越えてエンジン１を始動させる領域に達
したため、エンジン１を始動する必要があると判断される。また、走行モードの決定は、
エンジン１を始動する判断とともに実行される。言い換えれば、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、
アクセル開度および車速に応じてエンジン１を始動する必要があると判断した場合に、そ
のエンジン１の始動の判断とともに、エンジン１を始動した後に設定する走行モードを上
述した図６に示すマップなどに基づいて決定するように制御する。そのため、図８におい
て、エンジン１を始動する判断とシリーズモードが設定される判断とが同じｔ２時点で発
生している。ＨＶ－ＥＣＵ１００は、シリーズモードを設定するため、まずｔ２時点にお
いてシリーズクラッチＣＳを係合させるように油圧指令信号ＰｂＣＳを制御する。
【００５１】
　運転者の操作によって、しきい値を超えたアクセル開度がさらに増大された状態で一定
になるｔ３時点において、第２モータ１６が出力するトルクも増大された状態で一定にな
るように制御される。また、シリーズクラッチＣＳは、係合されるｔ４時点において、ト
ルク伝達が可能な状態になる。ＨＶ－ＥＣＵ１００は、シリーズクラッチＣＳが係合する
と、第１モータ４の出力するトルクを第１モータ４が正回転するトルク、つまり正トルク
を出力するように制御する。シリーズクラッチＣＳが係合していることにより、第１モー
タ４とエンジン１とが機械的に直結されている状態であるため、第１モータ４が正トルク
を出力するとエンジン１が連れ回されて回転する。また、エンジン１と第１モータ４とが
直結しているため、エンジン１における回転数と第１モータ４における回転数とが同一回
転数で上昇する。
【００５２】
　第１モータ４のトルクによってエンジン１の回転数が所定の回転数に達するｔ５時点に
おいてエンジン１が点火される。所定の回転数とは、エンジン１が自立運転できる回転数
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であって、その回転数で点火することによってエンジン１の始動をスムースにすることが
できる。エンジン１は点火されることでトルクを出力し始め、それに伴って第１モータ４
は、ＨＶ－ＥＣＵ１００によって次第に出力するトルクが小さくなるように制御される。
第１モータ４は、ＨＶ－ＥＣＵ１００によって出力するトルクが次第に減少されて停止し
た後、それまでとは反対の方向に回転するトルク、つまり負トルクを出力するように制御
される。また、エンジン１のトルクが増大されるとともに、第１モータ４の正トルクは減
少されるため、エンジン１の回転数および第１モータ４の回転数は一定の回転数で維持さ
れる。
【００５３】
　エンジン１が自立運転できる状態、つまり完爆の状態になるｔ６時点において、エンジ
ン１の始動が完了するとともにシリーズモードの設定が完了する。すなわち、負トルクを
出力している第１モータ４は、エンジン１のトルクによって正方向に回転されることで発
電している状態になり、車両は第２モータのトルクによって走行している状態となる。な
お、車速および第２モータ１６の回転数は、アクセル開度が大きくなり始めたｔ１時点か
らシリーズモードが設定されたｔ６時点より後においても大きくなるように制御されてい
て、次第にアクセル開度に応じた車速になるように制御されている。
【００５４】
　なお、上述した実施形態では、エンジン１を始動する前の走行モードとしてシリーズク
ラッチＣＳが解放された状態のＭＧ１切り離しモードを用いて説明したが、シリーズクラ
ッチＣＳが係合された状態のＭＧ１切り離しモードでもよい。その場合には、シリーズク
ラッチＣＳがすでに係合しているため、各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０におい
て、係合あるいは解放の状態を切り換えることなくエンジン１を始動させる制御を実行す
ることができる。
【００５５】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、ＭＧ１切り離しモードか
らシリーズモードが設定される場合に、解放されていればシリーズクラッチＣＳを係合さ
せ、その後に第１モータ４のトルクによってエンジン１をクランキングする。したがって
、エンジン１を始動させた後に、走行モードの遷移に伴い各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブ
レーキＢ０における係合あるいは解放の状態の切り換えが生じない。すなわち、運転者が
意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生することを抑制あるいは回避す
ることができる。
【００５６】
　つぎに、図９を用いて、エンジン１を始動する前に設定されている走行モードがＥＶモ
ードにおけるＭＧ１引き摺りモードであって、エンジン１を始動した後に設定される走行
モードがシリーズモードであるときに、上述した制御を実行した場合における各クラッチ
ＣＳ，Ｃ０に作用する油圧などの変化を説明する。以下の説明において、上述した説明と
同じ変化の場合には、省略して説明する場合がある。
【００５７】
　図９に示すように、エンジン１を始動するように判断される前であるｔ１０時点では、
ＭＧ１引き摺りモードであるため、入力クラッチＣ０が係合されていて、シリーズクラッ
チＣＳおよびブレーキＢ０は解放されている状態である。また、エンジン１は停止してい
るためトルクを出力しておらず、第２モータ１６が出力するトルクによって走行している
状態である。第１モータ４は、トルクは出力していないが、入力クラッチＣ０が係合され
ていることによってキャリヤ７が反力要素となるため、第２モータ１６からの動力によっ
て回転されるリングギヤ６の回転によって負方向に回転されている。
【００５８】
　そのため、ｔ１１時点において、アクセル開度が大きくなるにつれて第２モータ１６の
出力するトルクが増大され、車速および第２モータ１６の回転数が大きくなると、それに
応じて第１モータ４の回転数も負方向へ大きくなる。アクセル開度が大きくなり、予め定
められたしきい値を超えるｔ１２時点に達すると、ＨＶ－ＥＣＵ１００はエンジン１を始
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動する必要があると判断する。エンジン１を始動すると判断したときに、上述した図６に
示すマップなどに基づいて、エンジン１を始動した後の走行モードとしてシリーズモード
が選択される。
【００５９】
　ＭＧ１引き摺りモードでは入力クラッチＣ０が係合しているため、シリーズモードへ移
行するには入力クラッチＣ０を解放してシリーズクラッチＣＳを係合させる。そのため、
ＨＶ－ＥＣＵ１００は、まず入力クラッチＣ０を係合するように作用していた油圧を次第
に小さくするように油圧指令信号ＰｂＣ０を制御する。入力クラッチＣ０に作用していた
油圧が小さくなることにより、次第にキャリヤ７が反力要素として作用しなくなるため、
第１モータ４の負方向への回転数が小さくなる。そして、入力クラッチＣ０が解放される
ｔ１４時点において、第１モータ４の負回転も停止する。なお、入力クラッチＣ０が解放
される過程であるｔ１３時点において、アクセル開度および第２モータ１６の出力するト
ルクは、増大された状態で一定になっている。
【００６０】
　ＨＶ－ＥＣＵ１００は、入力クラッチＣ０が解放されると、ついでシリーズクラッチＣ
Ｓを係合させるように油圧指令信号ＰｂＣＳを制御する。シリーズクラッチＣＳは、ｔ１
５時点において次第にトルクを伝達するように油圧が作用されていて、ｔ１６時点におい
て完全にトルクを伝達することができる状態、つまり完全に係合した状態になる。シリー
ズクラッチＣＳが係合すると、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、第１モータ４から正トルクを出力
するように制御し、その正トルクによってエンジン１をクランキングする。そして、エン
ジン１のクランキングが完了したｔ１７時点においてエンジン１を点火して始動する。点
火されたエンジン１が完爆した状態になるｔ１８時点において、エンジン１の始動が完了
するとともに、シリーズモードの設定が完了する。
【００６１】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、ＭＧ１引き摺りモードか
らシリーズモードが設定される場合に、入力クラッチＣ０を解放させるとともにシリーズ
クラッチＣＳを係合させ、その後に第１モータ４のトルクによってエンジン１をクランキ
ングする。したがって、エンジン１を始動した後に、走行モードの遷移に伴い各クラッチ
ＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０における係合あるいは解放の状態の切り換えが生じない。
すなわち、運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生することを
抑制あるいは回避することができる。
【００６２】
　つぎに、図１０を用いて、エンジン１を始動する前に設定されている走行モードがＥＶ
モードにおける両駆動モードであって、エンジン１を始動した後に設定される走行モード
がシリーズモードであるときに、上述した制御を実行した場合における各クラッチＣＳ，
Ｃ０に作用する油圧などの変化を説明する。以下の説明において、上述した説明と同じ変
化の場合には、省略して説明する場合がある。
【００６３】
　図１０に示すように、エンジン１を始動するように判断される前であるｔ２０時点では
、両駆動モードであるため、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が係合されていて、シ
リーズクラッチＣＳが解放されている状態である。また、エンジン１は停止した状態であ
って、第２モータ１６が出力するトルクおよび第１モータ４が出力するトルクによって走
行している状態である。上述したように、両駆動モードでは、入力クラッチＣ０およびブ
レーキＢ０が係合していることで第１モータの負トルクが駆動力として駆動輪２３に伝達
される。すなわち、この第１モータ４の負トルクと、第２モータ１６が出力する正トルク
とを合わせたトルクとによって走行している状態である。
【００６４】
　そのため、ｔ２１時点において、アクセル開度が大きくなるにつれて第１モータ４の出
力する負トルクおよび第２モータの出力する正トルクが増大するように制御される。アク
セル開度が大きくなり、予め定められたしきい値を超えるｔ２２時点に達すると、ＨＶ－
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ＥＣＵ１００はエンジン１を始動する必要があると判断する。エンジン１を始動すると判
断したときに、上述した図６に示すマップなどに基づいて、エンジン１を始動した後の走
行モードとしてシリーズモードが選択される。
【００６５】
　両駆動モードでは、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が係合されていて、シリーズ
クラッチＣＳが解放されている状態である。そのため、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン
１の始動が必要であると判断すると、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０を解放し、シ
リーズクラッチＣＳを係合するように制御する。まず、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、入力クラ
ッチＣ０およびブレーキＢ０を係合するように作用していた油圧を次第に小さくするよう
に各油圧指令信号ＰｂＣ０，ＰｂＢ０を制御する。また、シリーズモードへ切り換えるた
め、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、第１モータ４が出力する負トルクを次第に小さくするように
制御する。第１モータ４は、負トルクが次第に小さくなるように制御されるとともに、入
力クラッチＣ０が解放されることによって第２モータ１６の出力するトルクが伝達されな
くなるため、回転数が次第に小さくなる。
【００６６】
　そして、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が解放されるｔ
２４時点において、第１モータ４の出力する負トルクも停止するように制御する。なお、
入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が解放される過程であるｔ２３時点において、アク
セル開度は大きくなった状態で一定になっているが、第２モータ１６の出力するトルクは
、第１モータ４が停止するｔ２４時点まで次第に増大させられる。第１モータ４が停止す
ることによって駆動力が低下するため、第２モータ１６が出力するトルクを増大させるこ
とで駆動力および車速を維持するためである。
【００６７】
　ＨＶ－ＥＣＵ１００は、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が解放されると、ついで
シリーズクラッチＣＳを係合させるように油圧指令信号ＰｂＣＳを制御する。シリーズク
ラッチＣＳは、ｔ２５時点において次第にトルクを伝達するように油圧が作用されていて
、ｔ２６時点において完全にトルクを伝達することができる状態、つまり完全に係合した
状態になる。シリーズクラッチＣＳが係合した後は、上述した制御と同様の制御によって
エンジン１を始動する。すなわち、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、第１モータ４から出力する正
トルクによってエンジン１をクランキングし、そのクランキングが完了するｔ２７時点に
おいてエンジン１を点火するように制御する。そして、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン
１が点火されて完爆するまでの間に第１モータ４の出力するトルクを負トルクにする。エ
ンジン１が完爆するｔ２８時点において、エンジン１が自立運転を開始することによって
、エンジン１の始動およびシリーズモードの設定が完了する。
【００６８】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、両駆動モードからシリー
ズモードが設定される場合に、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０を解放させるととも
にシリーズクラッチＣＳを係合させ、その後に第１モータ４のトルクによってエンジン１
をクランキングする。したがって、エンジン１を始動した後に、走行モードの遷移に伴い
各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０における係合あるいは解放の状態の切り換えが
生じない。すなわち、運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生
することを抑制あるいは回避することができる。
【００６９】
　つぎに、図１１を用いて、エンジン１を始動する前に設定されている走行モードがＥＶ
モードにおけるＭＧ１切り離しモードであって、エンジン１を始動した後に設定される走
行モードがシリーズパラレルモード（シリパラモード）における無段状態であるときに、
上述した制御を実行した場合における各クラッチＣＳ，Ｃ０に作用する油圧などの変化を
説明する。以下の説明において、上述した説明と同じ変化の場合には、省略して説明する
場合がある。
【００７０】



(16) JP 2017-105365 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

　図１１に示すように、エンジン１を始動するように判断される前であるｔ３０時点では
、ＭＧ１切り離しモードであるため、各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０は解放さ
れている状態である。また、エンジン１および第１モータ４は停止していて、第２モータ
１６が出力するトルクによって走行している状態である。運転者の操作により、ｔ３１時
点においてアクセル開度が大きくなると、それに伴って第２モータ１６が出力するトルク
が大きくなる。アクセル開度が大きくなり、予め定められたしきい値を超えるｔ３２時点
に達すると、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン１を始動する必要があると判断する。すな
わち、エンジン１を始動すると判断したときに、上述した図６に示すマップなどに基づい
て、エンジン１を始動した後の走行モードとしてシリーズパラレルモードにおける無段状
態が選択される。
【００７１】
　ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン１の始動が必要であると判断すると、まず第１モータ
４が負トルクを出力するように制御する。負トルクを出力することで第１モータ４は負方
向に回転する。第１モータ４の負トルクによってサンギヤ５が負方向に回転するため、第
２モータ４のトルクによって正回転で空転しているキャリヤ７の回転が停止する。キャリ
ヤ７の回転が停止するため、入力クラッチＣ０の係合をスムースにすることができる。Ｈ
Ｖ－ＥＣＵ１００は、第１モータ４の負方向への回転が所定の回転数に達するｔ３３時点
において、入力クラッチＣ０を次第に係合させるように油圧指令信号ＰｂＣ０を制御する
。また、このときにアクセル開度および第２モータ１６の出力するトルクは、増大された
状態で一定になっていて、第１モータ４はトルクを出力しない状態に制御される。
【００７２】
　ＨＶ－ＥＣＵ１００は、入力クラッチＣ０が係合するように作用する油圧が次第に大き
くなり、完全に係合するｔ３４時点において、第１モータ４が正トルクを出力するように
制御する。この正トルクによって、動力分割機構３および入力クラッチＣ０を介してエン
ジン１がクランキングされる。また、入力クラッチＣ０が係合した状態で第１モータ４が
正トルクを出力するため、この正トルクが制動力として作用する。そのため、第２モータ
１６が出力する正トルクを増大させることによって車速を維持する。第１モータ４は、正
トルクを出力するように制御されるため、回転方向が負方向から正方向に変化する。
【００７３】
　ＨＶ－ＥＣＵ１００は、第１モータ４によるエンジン１のクランキングが完了するｔ３
５時点において、エンジン１を点火するように制御する。また、エンジン１の点火に伴い
、第１モータ４の出力するトルクを正トルクから負トルクに制御し、第２モータ１６の出
力する正トルクを減少するように制御する。すなわち、エンジン１がトルクの出力を開始
していて、さらに、第１モータ４が出力するトルクによる制動力が小さくなっている。そ
のため、駆動力に大きな変化が生じないように第２モータ１６が出力するトルクを制御し
ている。第１モータ４は、出力するトルクが正トルクから負トルクに変化しているが、入
力クラッチＣ０が係合されているため、エンジン１の出力するトルクおよび第２モータ１
６が出力するトルクによって回転の向きは正方向で維持される。
【００７４】
　エンジン１が完爆するｔ３６時点において、エンジン１の始動およびシリーズパラレル
モードの設定が完了する。具体的には、入力クラッチＣ０のみ係合されている状態でエン
ジン１がトルクを出力し、第２モータ１６が正トルクを出力し、第１モータ４が負トルク
が出力している。そのため、第２モータ１６の正トルクおよびエンジン１におけるトルク
の一部が駆動力として作用し、エンジン１におけるトルクの他の部分と第１モータ４の負
トルクとによって第１モータ４で発電している状態となる。
【００７５】
　なお、上述した実施形態では、エンジン１を始動する前の走行モードとしてシリーズク
ラッチＣＳが解放された状態のＭＧ１切り離しモードを用いて説明したが、シリーズクラ
ッチＣＳが係合された状態のＭＧ１切り離しモードでもよい。その場合には、シリーズク
ラッチＣＳを解放させた後に入力クラッチＣ０を係合させ、その後にエンジン１を始動さ
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せる制御を実行する。
【００７６】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、ＭＧ１切り離しモードか
らシリーズパラレルモードにおける無段状態が設定される場合に、係合されていればシリ
ーズクラッチＣＳを解放させるとともに入力クラッチＣ０を係合させる。その後に、第１
モータ４のトルクによって動力分割機構３および入力クラッチＣ０を介してエンジン１を
クランキングする。したがって、エンジン１を始動した後に、走行モードの遷移に伴い各
クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０における係合あるいは解放の状態を切り換えるこ
とによって、運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生すること
を抑制あるいは回避することができる。
【００７７】
　つぎに、図１２を用いて、エンジン１を始動する前に設定されている走行モードがＥＶ
モードにおけるＭＧ１引き摺りモードであって、エンジン１を始動した後に設定される走
行モードがシリーズパラレルモードにおける無段状態であるときに、上述した制御を実行
した場合における各クラッチＣＳ，Ｃ０に作用する油圧などの変化を説明する。以下の説
明において、上述した説明と同じ変化の場合には、省略して説明する場合がある。
【００７８】
　図１２に示すように、エンジン１を始動するように判断される前であるｔ４０時点では
、ＭＧ１引き摺りモードであるため、入力クラッチＣ０が係合されていて、シリーズクラ
ッチＣＳおよびブレーキＢ０は解放されている状態である。また、エンジン１および第１
モータ４は停止していて、第２モータ１６が出力する動力によって走行している状態であ
る。
【００７９】
　運転者の操作によってアクセル開度が大きくなるｔ４１時点において、アクセル開度に
応じて第２モータ１６の出力するトルクが増大され、車速および第２モータ１６の回転数
も大きくなる。アクセル開度が大きくなり、しきい値を超えるｔ４２時点に達すると、Ｈ
Ｖ－ＥＣＵ１００はエンジン１を始動する必要があると判断する。エンジン１を始動する
と判断したときに、上述した図６に示すマップなどに基づいて、エンジン１を始動した後
の走行モードとしてシリーズパラレルモードにおける無段状態が選択される。
【００８０】
　ＭＧ１引き摺りモードでは、すでに入力クラッチＣ０のみ係合している状態であるため
、各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０における係合あるいは解放を切り換える必要
がない。そのため、ｔ４２時点において、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン１をクランキ
ングするために第１モータ４が正トルクを出力する。また、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、第１
モータ４の出力する正トルクによって制動力が生じるため、第２モータ１６が出力してい
るトルクを、第１モータ４が出力するトルクと同じ程度増大させることで車速を維持する
。さらに、アクセル開度がｔ４２時点において大きくなり続けているため、第２モータ１
６のトルクは、そのアクセル開度に応じて大きくなるように制御される。そして、アクセ
ル開度が大きくなった状態で一定になると、第２モータ１６が出力するトルクも増大され
た状態で一定になる。なお、第１モータ４は、正トルクを出力することによって、負回転
から正回転に変化する。
【００８１】
　第１モータ４によるエンジン１のクランキングが完了するｔ４４時点において、エンジ
ン１が点火される。エンジン１が点火されてから完爆するまでは、上述したように、ＨＶ
－ＥＣＵ１００によって、第１モータ４は次第に負トルクを出力するように制御され、第
２モータ１６は次第に出力する正トルクを減少するように制御される。エンジン１が完爆
するｔ４５時点において、エンジン１の始動およびシリーズパラレルモードにおける無段
状態の設定が完了する。
【００８２】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、ＭＧ１引き摺りモードか
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らシリーズパラレルモードにおける無段状態が設定される場合に、各クラッチＣＳ，Ｃ０
およびブレーキＢ０における係合状態を維持し、第１モータ４のトルクによって動力分割
機構３および入力クラッチＣ０を介してエンジン１をクランキングする。したがって、エ
ンジン１を始動した後に、走行モードの遷移に伴い各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキ
Ｂ０における係合あるいは解放の状態を切り換えることによって、運転者が意図しない挙
動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生することを抑制あるいは回避することができ
る。
【００８３】
　つぎに、図１３を用いて、エンジン１を始動する前に設定されている走行モードがＥＶ
モードにおける両駆動モードであって、エンジン１を始動した後に設定される走行モード
がシリーズパラレルモードにおける無段状態であるときに、上述した制御を実行した場合
における各クラッチＣＳ，Ｃ０に作用する油圧などの変化を説明する。以下の説明におい
て、上述した説明と同じ変化の場合には、省略して説明する場合がある。
【００８４】
　図１３に示すように、エンジン１を始動するように判断される前であるｔ５０時点では
、両駆動モードであるため、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が係合されていて、シ
リーズクラッチＣＳが解放されている状態である。また、エンジン１は停止した状態であ
って、第２モータ１６が出力する動力および第１モータ４が出力する動力によって走行し
ている状態である。
【００８５】
　そのため、ｔ５１時点において、運転者の操作によりアクセル開度が大きくなると、第
１モータ４の出力する負トルクおよび第２モータの出力する正トルクが次第に大きくされ
る。アクセル開度が大きくなり、予め定められたしきい値を超えるｔ５２時点に達すると
、ＨＶ－ＥＣＵ１００はエンジン１を始動する必要があると判断する。エンジン１を始動
すると判断したときに、上述した図６に示すマップなどに基づいて、エンジン１を始動し
た後の走行モードとしてシリーズパラレルモードにおける無段状態が選択される。
【００８６】
　両駆動モードでは、入力クラッチＣ０およびブレーキＢ０が係合していて、シリーズク
ラッチＣＳが解放されている状態である。そのため、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン１
の始動が必要であると判断すると、ブレーキＢ０を解放する。まず、ＨＶ－ＥＣＵ１００
は、ブレーキＢ０を係合するように作用していた油圧を次第に小さくするように油圧指令
信号ＰｂＢ０を制御する。また、シリーズパラレルモードにおける無段状態へ切り換える
ため、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、第１モータ４が出力する負トルクを次第に減少するように
制御する。
【００８７】
　そして、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、ブレーキＢ０が解放されるｔ５４時点において、第１
モータ４はトルクを出力しない状態に制御する。また、第２モータ１６は、第１モータ４
が次第に停止を開始するｔ５２時点において、第１モータの停止によって減少するトルク
を補うために、正トルクが大きくなるように制御される。入力クラッチＣ０が係合された
状態で第２モータ１６が出力する正トルクが増大されるため、第１モータ４の出力するト
ルクは減少されるが、第１モータ４の負方向への回転数は次第に大きくなる。なお、ブレ
ーキＢ０が解放される過程であるｔ５３時点において、アクセル開度は大きくなった状態
で一定になっている。
【００８８】
　ブレーキＢ０を解放した後は、上述した制御と同様の制御によってエンジン１を始動す
る。具体的には、ＨＶ－ＥＣＵ１００は、ブレーキＢ０を解放し、第１モータ４の出力す
る正トルクによってエンジン１をクランキングするとともに、第２モータ１６が出力する
正トルクを大きくすることで車速を維持する。第１モータ４は、正トルクを出力するよう
に制御されるため、負方向に回転している状態から正方向へ回転している状態に変化する
。
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【００８９】
　ＨＶ－ＥＣＵ１００は、エンジン１のクランキングが完了するｔ５５時点において、エ
ンジン１を点火するように制御する。エンジン１の点火から完爆までの間に、ＨＶ－ＥＣ
Ｕ１００は、第１モータの出力するトルクを負トルクにし、第２モータ１６の出力する正
トルクを小さくするように制御する。そして、エンジン１が完爆するｔ５６時点において
、エンジン１の始動およびシリーズパラレルモードにおける無段状態の設定が完了する。
【００９０】
　この構成によれば、ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）１００は、両駆動モードからシリー
ズパラレルモードにおける無段状態が設定される場合に、ブレーキＢ０を解放した後に、
第１モータ４のトルクによって動力分割機構３および入力クラッチＣ０を介してエンジン
１をクランキングする。したがって、エンジン１を始動した後に、走行モードの遷移に伴
い各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０における係合あるいは解放の状態を切り換え
ることによって、運転者が意図しない挙動が生じ、そのためビジー感や違和感が発生する
ことを抑制あるいは回避することができる。
【００９１】
　なお、上述した実施形態では、エンジン１を始動した後の走行モードとしてシリーズパ
ラレルモードにおける無段状態を用いて説明したが、シリーズパラレルモードにおける固
定段状態を用いることもできる。その場合には、上述したエンジン１を始動する制御を実
行した後に、シリーズクラッチＣＳを係合するように制御することによって設定すること
ができる。また、上述した制御は、前進走行および後進走行のいずれの走行方向であって
もよい。
【００９２】
　つぎに、この発明における駆動力制御装置の対象とすることができる他の車両の構成に
ついて説明する。他の車両の構成における入力クラッチＣ０は、エンジン１から動力分割
機構３を介して出力ギヤ１２にトルクを伝達する経路をトルク伝達可能な状態にし、また
そのトルク伝達を遮断するように構成されていればよく、またシリーズクラッチＣＳはエ
ンジン１の出力トルクを第１モータ４に伝達し、その伝達を遮断するように構成されてい
ればよい。したがって、この発明の実施形態では、入力クラッチＣ０は図１４に示すよう
に、動力分割機構３のリングギヤ６と出力ギヤ１２との間に設けられていて、またシリー
ズクラッチＣＳはキャリヤ７と第１ロータ軸１０との間に設けられている。図１４に示す
他の構成は、前述した図２に示す構成と同様であるから、図１４に図２と同様の符号を付
してその説明を省略する。
【００９３】
　図１４に示す構成の駆動装置であっても、前述した図４に示すように、各クラッチＣ０
，ＣＳおよびブレーキＢ０を係合もしくは解放することにより、ＥＶモードやＨＶモード
を設定することができる。第２モータ１６によって走行するＥＶモードでは、各クラッチ
Ｃ０，ＣＳおよびブレーキＢ０を解放する。その結果、出力ギヤ１２と動力分割機構３に
おけるリングギヤ６との連結が解除されるので、動力分割機構３を構成しているサンギヤ
５およびリングギヤ６ならびにキャリヤ７は停止している。これに対して、入力クラッチ
Ｃ０を係合させれば、リングギヤ６が出力ギヤ１２と共に回転し、またキャリヤ７がエン
ジン１と共に停止しているので、サンギヤ５およびこれに連結されている第１モータ４が
負方向に回転する。すなわち、第１モータ４を連れ回すＭＧ１引き摺りモードになる。こ
の動作状態を動力分割機構３を構成している遊星歯車機構についての共線図として図１５
（ａ）に示してある。さらに、その状態でブレーキＢ０を係合させて入力軸８およびキャ
リヤ７を固定すれば、第１モータ４がトルクを出力することに対する反力トルクをキャリ
ヤ７で受け持つことができるので、第１モータ４を負方向に回転させ、かつ第２モータ１
６を正方向に回転させて、これら二つのモータ４，１６のトルクで走行する両駆動モード
となる。なお、ＭＧ１引き摺りモードにおける後進走行時の共線図は、上述したように、
各クラッチＣ０，ＣＳの位置が異なるものの、サンギヤ５およびリングギヤ６ならびキャ
リヤ７の回転方向などは同じであり、図１５（ｂ）に示す共線図によって表すことができ
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【００９４】
　シリーズモードは、シリーズクラッチＣＳを係合させてエンジン１によって第１モータ
４を駆動し、その第１モータ４で発電した電力によって第２モータ１６を駆動して走行す
るモードである。したがって、図１４に示す構成では、シリーズクラッチＣＳによってサ
ンギヤ５とキャリヤ７とが連結されることにより動力分割機構３の全体が一体となって回
転する。その結果、第１モータ４がエンジン１によって駆動されて発電する。しかしなが
ら、入力クラッチＣ０が解放していてリングギヤ６と出力ギヤ１２とが連結されていない
ので、エンジン１の出力トルクは出力ギヤ１２に伝達されることはない。図１５の（ｃ）
はその状態を共線図で示しており、サンギヤ５およびリングギヤ６ならびにキャリヤ７は
同一回転数になっている。なお、シリーズモードによる後進走行時は、エンジン１および
第１モータ４の動作は同様であり、第２モータ１６のみ負方向に回転することによって後
進する。
【００９５】
　シリーズパラレルモードでの前進時における無段状態は、エンジン１の回転数を第１モ
ータ４によって制御し、その結果、第１モータ４で発生した電力を第２モータ１６に供給
して第２モータ１６が駆動トルクを出力する。その動作状態を図１５の（ｄ）に共線図で
示してある。これは、前述した図５の（ｅ）に示す共線図と各クラッチＣ０，ＣＳの位置
が異なるものの、サンギヤ５およびリングギヤ６ならびキャリヤ７の回転方向などは同じ
である。また、後進走行時には、入力クラッチＣ０のみを係合させた状態で、エンジン１
を駆動し、かつ第１モータ４を発電機として機能させて正方向に回転させる。そして、第
２モータ１６はモータとして機能させ、負方向に回転させ、その出力トルクによって後進
走行する。
【００９６】
　シリーズパラレルモードでの前進時の固定段状態は各クラッチＣ０，ＣＳを係合させる
ことにより設定され、したがって動力分割機構３の全体が一体となって回転する。したが
って、エンジン１に加えて各モータ４，１６をモータとして駆動させてトルクを出力させ
ることにより、エンジン１および各モータ４，１６のトルクで走行するいわゆる両駆動状
態となる。その動作状態を図１５の（ｅ）に共線図で示してある。これは、前述した図５
の（ｆ）に示す共線図とクラッチＣ０，ＣＳの位置が異なるものの、サンギヤ５およびリ
ングギヤ６ならびキャリヤ７の回転方向などは同じである。
【００９７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な例について説明したが、本発明は上述し
た構成に限定されない。すなわち、上述した構成は、発明の理解を容易とするための例示
に過ぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。また、特許請求の範囲
に記載された発明の要旨の範囲内で種々の変更が可能である。すなわち、上述したような
構成の車両において、エンジン１および各クラッチＣＳ，Ｃ０およびブレーキＢ０を制御
するコントローラが、エンジン１を始動する要求の有無を判断し、かつエンジン１を始動
した後に設定する走行モードを、エンジン１を始動する要求があった場合に判定し、さら
に判定された走行モードを設定するべく係合させられる各クラッチＣＳ，Ｃ０のうち少な
くとも一つのクラッチを係合させ、少なくとも一つのクラッチを係合させた状態でエンジ
ン１を始動するように構成されていればよい。
【符号の説明】
【００９８】
　１…エンジン、　２…出力軸、　３…動力分割機構、　４…第１モータ（ＭＧ１）、　
５…サンギヤ、　６…リングギヤ、　７…キャリヤ、　９…第１ロータ　１２…出力ギヤ
、　１４…ドリブンギヤ、　１５…第１ドライブギヤ、　１６…第２モータ（ＭＧ２）、
　１００…ＨＶ－ＥＣＵ（コントローラ）、　ＣＳ…シリーズクラッチ、　Ｃ０…入力ク
ラッチ。
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